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環境市民厚生分科会委員長報告 

Ｒ４．３．１７ 

環境市民厚生分科会に付託されました令和４年度一般会計、各特別会計及

び企業会計予算について、審査の経過概要とその結果を報告いたします。 

 

 まず、第１号議案 令和４年度 一般会計予算の本分科会所管分でありま

すが、その主なものは、民生費及び衛生費であり、その内容は、市民の生活

を守る各福祉事業、くらしに密着する環境衛生事業、健康を守る保健衛生事

業などであります。 

採決に先立ち、「くらしの資金や緊急通報装置の貸し出しについては、拡

充の余地がある。」「木育ひろばの整備については、事業費が高額であるため、

費用を抑制し、他の子育て支援事業に充てるべき。」との反対討論がありま

した。採決の結果は、賛成多数をもって原案可決すべきものと決定しました。 

 

 次に、第２号議案、令和４年度 国民健康保険事業特別会計予算は、国民

健康保険被保険者の疾病等に関して必要な保険給付を行うための経費であ

り、療養給付費、高額療養費が主な内容であります。別段異論なく、採決の

結果は、全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 
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次に、第３号議案、令和４年度 休日診療事業特別会計予算は、休日急病

患者に対する診療事業を行う経費であり、別段異論なく、採決の結果は、全

員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

 

次に、第４号議案、令和４年度 介護保険事業特別会計予算は、介護サー

ビス給付事業及び介護予防事業を行うための経費が主なものであり、別段異

論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

 

次に、第５号議案、令和４年度 後期高齢者医療事業特別会計予算は、後

期高齢者医療制度に伴う事業を行うための後期高齢者医療広域連合納付金

が主なものであり、別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決す

べきものと決定しました。 

 

次に、第１０号議案、令和４年度 病院事業会計予算は、市域に唯一の公

立病院として安定した医療を提供するための医業費用が主な内容であり、別

段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと決定しまし

た。 

 以上、簡単でありますが、本分科会の報告といたします。 


